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マスタ 項番 項目名 内容 備考
医科診療行為労災補助マスタ 9 労災算定不可区分 内容の変更

　当該診療行為が労災保険で算定可能かを表す。
　　０：健保・労災において算定可能
　　１：労災のみ算定可能
　　２：健保のみ算定可能
→
　当該診療行為が労災保険で算定可能かを表す。
　　０：健保・労災（診療費・アフターケア）において算定可能
　　１：労災（診療費・アフターケア）のみ算定可能
　　２：健保のみ算定可能
　　３：労災のうちアフターケアのみ算定可能

特定器材労災補助マスタ － － 新規作成

労災アフターケア委託費対象
傷病マスタ

－ － 新規作成


